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│
│
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師
の
悟
則
を
中
心
と
し
て
│
│

横　

山　

龍　

顯

一
、
は
じ
め
に

　

小
稿
は
、
先
日
発
表
し
た
瑞
雲
山
龍
門
寺
（
石
川
県
七
尾
市
）
に
所
蔵
さ
れ
る
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』（
以
下
、『
仏
祖
悟
則
』
と
略
称
）
に
関
す
る
基
礎
的

研
究（

１
）の
続
編
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
は
、弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）、賢
佐
（
生
卒
年
不
詳
）
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
写
本
で
、釈
尊
か
ら
峨
山
韶
碩
（
一
二
七
六

～
一
三
六
六
）
に
至
る
歴
代
祖
師
の
開
悟
の
機
縁
（
悟
則
）
を
列
挙
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』
を
始
め
と
す
る
灯
史
類
の
よ
う
に
、
一
人

の
祖
師
に
つ
い
て
複
数
の
法
嗣
を
採
録
す
る
の
で
は
な
く
、
釈
尊
か
ら
峨
山
へ
と
至
る
直
接
の
嗣
承
関
係
を
持
つ
一
仏
五
五
祖
の
悟
則
が
採
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
祖
師
の
採
録
方
法
は
『
伝
光
録
』
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、『
仏
祖
悟
則
』
の
悟
則
を
確
認
し
て
い
く
と
、『
伝
光
録
』
に
収
録
さ
れ
る
祖
師
（
釈
尊
か
ら
懐
奘
ま
で
の
一
仏
五
二
祖
）
の
悟
則
は
、
一
部
の
例
外

を
除
き
、
そ
の
全
て
が
『
伝
光
録
』
の
﹁
本
則
﹂
あ
る
い
は
﹁
機
縁
﹂
を
典
拠
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る（

２
）。
そ
し
て
、『
仏
祖
悟
則
』

が
典
拠
と
し
た
『
伝
光
録
』
写
本
は
、
乾
坤
院
本
（
一
四
三
〇
年
以
降
書
写
）・
龍
門
寺
本
（
一
五
四
七
年
書
写
）
と
同
系
統
の
写
本
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、『
伝
光
録
』﹁
伏
駄
密
多
章
﹂
で
は
灯
史
か
ら
偈
頌
を
引
用
す
る
が
、
乾
坤
院
本
に
は
誤
字
が
存
し
、
そ
の
誤
字
が
『
仏
祖
悟
則
』
と
一
致
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
仏
祖
悟
則
』
は
漢
文
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
が
、
そ
の
文
章
は
乾
坤
院
本
系
統
の
和
漢
混
淆
文
を
漢
文
に
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。

乾
坤
院
本
は
現
在
確
認
さ
れ
る
『
伝
光
録
』
写
本
の
中
で
最
古
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
錯
簡
が
多
い
と
い
う
問
題
を
抱
え

て
い
る
。『
仏
祖
悟
則
』
は
、
乾
坤
院
本
や
龍
門
寺
本
に
お
い
て
錯
簡
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
引
用
す
る
が
、
そ
こ
で
は
本
文
が
誤
る
こ
と
な
く
引
用
さ
れ
、

漢
文
に
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、『
仏
祖
悟
則
』
の
典
拠
と
な
っ
た
『
伝
光
録
』
は
、
錯
簡
の
存
し
な
い
乾
坤
院
本
と
同
系
統
の
『
伝

光
録
』
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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右
の
よ
う
に
、『
伝
光
録
』
を
典
拠
に
作
成
さ
れ
た
『
仏
祖
悟
則
』
で
あ
る
が
、『
伝
光
録
』
の
テ
ク
ス
ト
を
機
械
的
に
漢
文
に
復
元
す
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
漢
文
に
復
元
す
る
際
に
、
語
句
の
増
広
や
改
変
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
は
歴
代
祖
師
の
悟
則
を
記
す
と
い
う
性
格
上
、
取
り
上

げ
ら
れ
る
祖
師
は
、
そ
の
師
匠
と
の
機
縁
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
が
、『
伝
光
録
』
で
は
文
脈
上
で
明
ら
か
な
場
合
に
は
、﹁
開
悟
﹂
を

意
味
す
る
語
句
を
明
示
し
な
い
章
が
ま
ま
存
す
る
。
そ
れ
ら
の
章
に
つ
い
て
、『
仏
祖
悟
則
』
で
は
灯
史
か
ら
語
句
を
補
っ
た
り
、﹁
大
悟
﹂（
大
鑑
慧
能
章
）

や
﹁
発
悟
﹂（
般
若
多
羅
章
）
と
い
っ
た
語
を
増
広
す
る
の
で
あ
る
。『
伝
光
録
』
も
、﹁
本
則
﹂
に
お
い
て
灯
史
が
示
さ
な
か
っ
た
﹁
発
悟
﹂
や
﹁
契
悟
﹂
の

語
を
増
広
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
仏
祖
悟
則
』
は
、『
伝
光
録
』
に
お
け
る
開
悟
重
視
の
視
点
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い
る
点
に
そ
の
思

想
的
特
徴
が
求
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、『
仏
祖
悟
則
』
と
密
接
な
関
係
を
示
す
資
料
と
し
て
、『
仏
祖
正
伝
記
』（
以
下
、『
正
伝
記
』
と
略
称
）
が
挙
げ
ら
れ
る（
３
）。
先
に
、『
仏
祖
悟
則
』

が
『
伝
光
録
』
本
文
か
ら
語
句
を
増
広
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
そ
の
増
広
さ
れ
た
語
句
が
『
正
伝
記
』
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
正

伝
記
』
で
は
﹁
天
童
如
浄
章
﹂
と
﹁
道
元
禅
師
章
﹂
に
お
い
て
校
異
を
示
す
が
、そ
の
校
異
に
挙
げ
ら
れ
る
字
句
は
『
仏
祖
悟
則
』
と
一
致
を
見
せ
る
。『
正

伝
記
』
は
、
概
ね
『
五
灯
会
元
』・『
伝
光
録
』
を
典
拠
に
撰
述
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、『
仏
祖
悟
則
』
も
上
掲
の
典
籍
と
と
も
に
参
照
さ
れ
た
文
献
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
仏
祖
悟
則
』
の
成
立
年
代
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。『
正
伝
記
』
は
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
序

を
持
つ
天
性
融
石（

然
）（

？
～
一
四
二
七
）
の
著
作
で
あ
る
が
、『
正
伝
記
』
が
成
立
し
た
応
永
六
年
を
『
仏
祖
悟
則
』
成
立
の
下
限
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

し
て
、『
仏
祖
悟
則
』
に
峨
山
ま
で
の
悟
則
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
上
限
は
峨
山
の
示
寂
し
た
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
に
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
が
前
稿
の
梗
概
で
あ
る
が
、『
仏
祖
悟
則
』
は
貞
治
五
年
か
ら
応
永
六
年
の
間
、
す
な
わ
ち
一
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
文
献
で
あ
り
、『
伝
光
録
』

と
『
正
伝
記
』
の
間
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
小
稿
に
お
い
て
は
、前
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
『
仏

祖
悟
則
』
に
収
録
さ
れ
る
日
本
の
祖
師
（
道
元
禅
師
、
懐
奘
、
義
介
、
瑩
山
禅
師
、
峨
山
）
の
悟
則
を
取
り
上
げ
、
中
世
成
立
の
諸
伝
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。    

二
、
道
元
禅
師

　

ま
ず
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
五
三
）
の
悟
則
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
先
に
、『
仏
祖
悟
則
』
で
は
『
伝
光
録
』
に
収
録
さ
れ
る
祖
師
に
つ
い
て
は
、
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一
部
の
例
外
を
除
き
、全
て
『
伝
光
録
』
を
典
拠
と
す
る
と
述
べ
た
が
、道
元
禅
師
の
章
が
そ
の
例
外
に
あ
た
る
。
道
元
禅
師
の
悟
則
（
身
心
脱
落
話
）
は
『
伝

光
録
』
に
沿
っ
て
い
る
が
、『
永
平
寺
三
祖
行
業
記
』（
以
下
、『
行
業
記
』
と
略
称
）
か
ら
の
引
用
が
大
半
と
な
っ
て
い
る
。
上
段
と
下
段
に
比
較
す
る
形
で

引
用
し
て
み
よ
う（

４
）。

　
　
　
『
仏
祖
悟
則
』﹁
道
元
禅
師
章
﹂

第
五
十
一
祖
興
聖
元
和
尚
、
参
二シ
テ
天
童
和
尚
一
纔
ニ
聞
二
辨
ハ
ン
道
功
夫
ノ
之
機

要
ヲ一
、
日
夜
耕
道
ス
。将ス
ニレ

及
ン

両
歳
時
ニ一
、
和
尚
夜
将
ニ二

五
更
ト一

入
堂
坐
禅
巡

堂
シ
テ
、
可
二

責
シ
テ

衲
子
ノ

坐
睡
ヲ一

云
ク
、
参
禅
ハ

者
身
心
脱
落
也
。
祇
シ

管
打

睡
シ
テ

怎ナ
ニ
カ

生
セ
ン
。
時
ニ

師
聞
テ

豁
然
大
悟
。
早
辰
ニ

上
テ二

方
丈
テ一
、
焼
香
礼
拝
ス
。

和
尚
問
、
焼
香
ノ

事
作
广
生
。
師
曰
、
身
心
脱
落
シ

来
ル
。
和
尚
ノ

云
、
身
心

脱
落
カ
、
々
々
身
心
カ
。
師
云
、
遮
个
是
レ

暫
時
ノ

伎
倆
、
和
尚
莫
レ三

乱
印
二ル
コ
ト

某
甲
ヲ一

广ヤ

。
和
尚
ノ

云
、
吾
レ

不
ス二

乱
ニ

印
セ一

レ

你
チ
ヲ
。
師
云
、
如
何
是
レ

不
ル三

乱
ニ二

レ
印
某
甲
ヲ一
。
和
尚
ノ
云
、
身
心
脱
落
。
師
礼
拝
ス
。和
尚
ノ
云
、脱
落
々
々
。

于
レ

時
福
州
広
平
侍
者
侍
立
シ
テ

云
、
非
細
ナ
リ

也
。
外
国
ノ

人
得
二

恁
广
ニ

大

事
ヲ

去
ル
コ
ト
ヲ
。
師
珍
重
ス
。
和
尚
便
道
、
幾
回
テ

這
裏
ニ

喫
ス二

拳
頭
ヲ一
、
脱
落

雍ヨ
ウ
ヨ
ウ容
ト
シ
テ

還
テ

霹
靂
ス
（
二
七
丁
表
～
二
八
丁
表
、
句
読
点
・
訓
点
は
引
用
者
、
以

下
同
）。

4

4　
　
　
『
行
業
記
』﹁
道
元
禅
師
章
﹂

将
レ

及
二

両
歳
一
、
天
童
五
更
坐
禅
、
入
堂
巡
堂
、
責
二

衲
子
坐
睡
一

云4

、
坐4

禅
者
身
心
脱
落
也
。
祇
管
打
睡
恁4

生
。
師
聞
豁
然
大
悟
。
早
晨
上
二
方
丈
一
、

焼
香
礼
拝
。
天
童
問
云
、焼
香
事
作
麼
生
。
師
云
、身
心
落4

々
来
。
天
童
云
、

身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
。
師
云
、
這
爾4

是
暫
時
伎
倆
、
和
尚
莫
三

乱
印
二

某

甲
一
。
童
云
、
吾
不
二

乱
印
一
レ

儞
。
師
云
、
如
何
是
不
二

乱
印
一

底
。
童
云
、

脱
落
々4

々
。
于
時
福
州
広
平
侍
者
、
侍
立
云4

、
非
細4

也
。
外
国
人
得
二

恁

麼4

大
事4

一
。
師
珍
重4

。
便4

道
、幾
回
這
裏
喫
二
拳
頭
一
、脱
落
雍4

容
還
霹
靂（『
曹

洞
宗
全
書
』︿
以
下
『
曹
全
』
と
略
称
﹀
史
伝
上
、
三
ａ
）。

・
云
│
曰
（
以
下
同
）　

・
坐
│
参　

・
恁
生
│
作
什
麼　

・
落
々
│
脱
落　

 

・
爾
│
箇　

・
々
々
│
身
心　

・
細
│
細
事　

・
麼
│
麼
地　

・
事
│
事
矣 

・
重
│
重
去　

・
便
道
│
童
曰　

・
雍
│
甕

　

上
段
の
『
仏
祖
悟
則
』
は
下
段
の
『
行
業
記（
５
）』
と
ほ
と
ん
ど
合
致
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
波
線
部
の
如
浄
が
道
元
禅
師
の
身
心
脱
落
の

境
涯
を
証
明
す
る
た
め
に
﹁
身
心
脱
落
﹂
と
述
べ
、
道
元
禅
師
が
礼
拝
す
る
と
い
う
一
連
の
過
程
が
、『
行
業
記
』
の
叙
述
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

次
の
『
伝
光
録
』﹁
道
元
禅
師
章
﹂
本
則
か
ら
の
引
用
で（

６
）、

第
四五

ヒ
十
一
祖
永
平
元
和
尚
、
天
童
浄
和
尚
ニ
参
ス
浄
。
一
日
、
後
夜
坐
禅
ニ
示
衆
云
、
参
禅
者
身
心
脱
落
也
。
師
聞
テ
忽
然
シ
テ
大
悟
ス
。
方
丈
ニ
上
テ
焼
香
ス
。



一
八
八

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

浄
問
云
、
焼
香
事
作
广
生
。
師
云
、
身
心
脱
落
来
。
浄
云
、
身
心
脱
落
、
々
々
身
心
。
師
云
、
這
个
是
暫
時
伎
倆
。
和
尚
、
妄
ニ
某
甲
印
ス
ル
コ
ト
ナ

カ
レ
。
浄
云
、
吾
妄
ニ
汝
ヲ
印
セ
ス
。
師
云
、
如
何
是
不
乱
印
某
甲
。
浄
云
、
身
心
脱
落
。
師
礼
拝
ス
。浄
云
、
脱
落
々
々
（
正
巻
・
九
一
丁
裏
～
九
二
丁
表
）。

同
様
の
表
現
を
本
則
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
右
の
よ
う
に
、
如
浄
が
道
元
の
述
べ
た
﹁
身
心
脱
落
﹂
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
承
け
て
道
元
が
礼

拝
す
る
と
い
う
の
は
、
諸
伝
記
中
で
も
『
伝
光
録
』
の
み
が
取
る
表
現
で
あ
り
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
行
業
記
』
に
依
拠
し
つ
つ
『
伝
光
録
』
の
み
が
伝
え

る
語
を
補
足
し
て
悟
則
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
九
月
一
三
日
、
永
光
寺
の
五
老
峰
上
棟
式
の
日
に
瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
︿
一
二
六
八
と
も
﹀
～
一
三
二
五
）
が
記
し
た
『
洞

谷
伝
灯
院
五
老
悟
則
并
行
業
略
記
』（
以
下
、『
行
業
略
記
』
と
略
称
）﹁
如
浄
伝
﹂
に
は
、

師
云
ク
、
脱
落
脱
落
。
元
拝
辞
ス
。平
侍
者
、
侍
立
シ
テ
云
ク
⋮
（『
諸
本
対
校 

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、『
行
業
略
記
』
に
お
い
て
も
『
伝
光
録
』
と
同
様
に
、
身
心
脱
落
の
後
、
如
浄
を
訪
ね
て
か
ら
広
平
侍
者
が
言
葉
を
述
べ
る
ま
で
に
、
二

度
の
礼
拝
（
如
浄
を
訪
ね
て
方
丈
に
入
室
す
る
際
の
礼
拝
・
如
浄
に
境
涯
を
認
め
ら
れ
て
の
礼
拝
）
を
行
う
表
現
を
瑩
山
禅
師
は
採
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、『
仏
祖
悟
則
』
冒
頭
に
目
を
移
す
と
、『
行
業
記
』
に
見
ら
れ
な
い
文
（
傍
線
部
）
が
存
す
る
。
ま
ず
﹁
参
天
童
和
尚
纔
聞
辨
道
功
夫
之
機
要
﹂
で

あ
る
が
、
こ
の
文
は
、『
伝
光
録
』﹁
道
元
禅
師
章
﹂
の
、

云
、
某
甲
幼
年
ヨ
リ

菩
提
心
ヲ

志
シ
未マ
マ

国
ニ
シ
テ

道
ヲ

諸
師
ニ

訪
テ
、
聊
カ

因
果
ヲ

所
由
ヲ

知
ト
云
ト
モ
未
仏
法
実
帰
ヲ

知
ラ
ス
名
相
ノ

懐
慓
ニ

ト
ヽ
コ
ウ
ル
。
後
、

千
光
禅
師
ノ

室
入
、
始
臨
済
宗
風
ヲ

聞
。
今
、
全
法
師
ニ

随
テ

大
宋
入
ル
。
和
尚
法
席
ニ

投
コ
ト
ヲ
エ
タ
リ
。
是
宿
福
慶
幸
也
。
和
尚
大
慈
大
悲
シ
テ

外
国
遠

方
小
人
願
時
候
カ
ヽ
ワ
ラ
ス
威
儀
不
威
儀
ヲ

エ
ラ
ハ
ス
頻
ニ々

方
丈
ニ

登
愚
懐
ヲ

拝
問
セ
ン
ト
思
。
大
慈
大
慈
悲
哀
愍
聴
許
シ
タ
マ
エ
。
時
ニ

示
云
元
子

今
ヨ
リ
後
ハ
着
衣
扠
衣
ヲ
イ
ワ
ス
昼
夜
参
問
ス
ヘ
シ
。
吾
父
子
ノ
無
礼
ヲ
怒マ
マ
ス
ル
如
シ
。
然
ヨ
リ
昼
夜
堂
奥
ニ
参
。
親
真
決
ヲ
受
ク
（
正
巻
・
九
四
丁
裏
～
九
五
丁
表
）。

と
い
う
、
道
元
が
如
浄
と
の
師
資
の
礼
を
取
る
に
当
た
り
、
威
儀
・
時
候
を
問
わ
な
い
方
丈
へ
の
参
学
を
懇
願
し
た
際
の
応
答
を
要
約
し
た
一
文
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
『
宝
慶
記
』
の
冒
頭
に
見
出
さ
れ
る
道
元
と
如
浄
の
や
り
取
り
で
あ
る
。『
行
業
記
』
に
も
、
こ
の
『
宝
慶
記
』
冒
頭
部
の
応
答
が
見
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
傍
線
部
末
尾
の
﹁
日
夜
耕
道
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
く
『
伝
光
録
』﹁
道
元
禅
師
章
﹂
に
、

凡
浄
和
尚
ニ
見
ヨ
リ
昼
夜
ニ
耕
道
シ
テ
、
云マ
マ
時
シ
ハ
ラ
ク
モ
不
捨
（
正
巻
・
九
五
丁
裏
）。

と
あ
る
よ
う
に
、﹁
昼
夜
耕
道
﹂
を
﹁
日
夜
耕
道
﹂
に
改
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る（

７
）。
こ
こ
か
ら
も
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
伝
光
録
』
に
依
拠
し
て
悟
則
を
作

成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



一
八
九

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
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資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

　

続
け
て
、『
正
伝
記
』
の
﹁
道
元
禅
師
章
﹂
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

爰
浄
和
尚
、
作
二
天
童
之
主
一
而
来
。
即
焼
香
礼
拝
、
遂
取
二
師
資
礼
一
。
慢
幢
乃
倒
、
正
信
忽
発
。
纔
聞
二
辨
道
功
夫
之
機
要
一
、
日
夜
耕
レ
道
。将
及
二
両

歳
一
時
、
天
童
五
更
坐
禅
、
入
堂
巡
堂
、
呵
二
責
衲
子
坐
睡
一
云
、
参
禅
者
身
心
脱
落
也
。
祇
管
打
睡
恁
生
。
師
聞
豁
然
大
悟
。
早
辰
上
二
方
丈
一
、
焼
香

礼
拝
ス
。
天
童
問
云
、
焼
香
事
作
麼
生
。
師
云
、
身
心
脱
落
来
。
天
童
云
、
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
。
師
云
、
這
箇
是
暫
時
伎
倆
、
和
尚
莫
三

乱
印
二

某

甲
一
。
天
童
云
、
吾
不
二

乱
印
一
レ

儞
。
師
云
、
如
何
是
不
二

乱
印
一

底
。
天
童
云
、
脱
落
脱
落
。
于
レ

時
福
州
広
平
侍
者
、
侍
立
云
、
非
レ

細
也
。
外
国
人

得
二
恁
地
︿
一
作
レ
麼
﹀
大
事
一
。
師
珍
重
。
天
童
便
道
、
幾
回
這
裏
喫
二
拳
頭
一
、
脱
落
雍
容
還
霹
靂
（『
続
曹
洞
宗
全
書
』︿
以
下
、『
続
曹
全
』
と
略
称
﹀
寺
誌
・

史
伝
、
三
一
三
ａ
、
引
用
文
の
︿　

﹀
は
割
注
、
以
下
同
）。

　
『
正
伝
記
』
も
『
行
業
記
』
を
引
用
す
る
形
で
道
元
禅
師
伝
を
立
伝
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
『
仏
祖
悟
則
』
と
同
一
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
と
『
正
伝
記
』
の
傍
線
部
は
全
く
の
同
文
と
な
っ
て
い
る
。『
正
伝
記
』
の
傍
線
直
前
部
分
は
『
行
業
記
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
が
、『
行
業
記
』
で
は
、ま
さ
に
﹁
正
信
忽
発
﹂
の
直
後
か
ら
、先
に
引
い
た
『
宝
慶
記
』
冒
頭
の
応
答
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
正
伝
記
』
は
、

『
行
業
記
』
に
基
づ
い
て
伝
を
撰
述
し
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
行
業
記
』（『
伝
光
録
』
と
同
内
容
）
を
要
約
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
約
文
を
採
用
し
、

伝
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
が
『
正
伝
記
』
作
成
に
与
え
た
影
響
が
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
好
例
と
言
え
よ
う
。

　

波
線
部
は
『
正
伝
記
』
が
行
っ
た
校
異
を
示
す
。『
正
伝
記
』
本
文
は
﹁
恁
地
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
、
校
異
に
用
い
た
文
献
の
一
つ
で
は
、﹁
恁
麼
﹂
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、『
仏
祖
悟
則
』
は
、﹁
恁
麼
﹂
と
な
っ
て
お
り
、『
正
伝
記
』
の
校
異
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、『
正
伝
記
』
は
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
行
業
記
』
に
挿
入
し
た
『
伝
光
録
』
の
文
章
（『
仏
祖
悟
則
』
の
波
線
部
）
に
つ
い
て
は
採
用
し
て
お
ら
ず
、『
正

伝
記
』
の
著
者
・
天
性
融
石
は
、
撰
述
に
当
た
っ
て
引
用
文
献
か
ら
取
捨
選
択
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

三
、
懐
奘

　
『
仏
祖
悟
則
』﹁
懐
奘
章
﹂
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。『
伝
光
録
』
本
則
と
上
下
に
並
べ
て
示
そ
う
。

　
　
　
『
仏
祖
悟
則
』﹁
懐
奘
章
﹂

第
五
十
二
祖
永
平
第
二
世
懐
奘
和
尚
、
参
二シ
テ

興
聖
元
和
尚
ニ一

而
経
テ二

一
両

4

4　
　
　
『
伝
光
録
』﹁
懐
奘
章
﹂

第
五
十
二
祖
永
平
奘
和
尚
、
元
和
尚
ニ

参
ス
。
一
日
、
請
益
次
、
一
毫
穿
衆
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祖
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値
（
二
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秊
ヲ一
、一
日
請
益
ス
ル
ノ

次
テ
、
示
二

一
毫
穿
数
穴
之
因
縁
ヲ一

因
ニ

省
悟
。
暮
請
ノ

之

次
、
参
二シ
テ

方
丈
ニ一

焼
香
礼
拝
即
問
フ
、
不
レ

問
二

一
毫
ヲ一
、
如
何
是
穿
數
穴
。

和
尚
微
笑
シ
テ
云
、
穿
了
ヤ
也
。
師
礼
拝
シ
了
退
ク
（
二
八
丁
表
～
裏
）。

4

4

穴
因
縁
ヲ

開
明
ム
ル
コ
ト
ア
リ
。
晩
間
礼
拝
シ
テ

問
云
、
一
毫
ヲ
ハ

不
問
、
如

何
ン
カ

是
衆
穴
。
元
微
笑
シ
テ
許
可
云
、
穿
了
也
。
師
礼
拝
ス
（
正
巻
・

一
〇
一
丁
表
～
裏
）。

　
﹁
懐
奘
章
﹂
も
他
章
と
同
様
に
『
伝
光
録
』
を
典
拠
に
悟
則
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う（

８
）。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
仏

祖
悟
則
』
で
は
、『
伝
光
録
』
に
お
い
て
、
開
悟
を
示
す
語
が
明
示
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
祖
師
の
機
縁
に
﹁
発
悟
﹂
や
﹁
感
悟
﹂
と
い
っ
た
語
を
挿
入
し
、

悟
り
を
最
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
性
格
が
存
す
る
が
、﹁
懐
奘
章
﹂
で
も
、『
伝
光
録
』
に
記
さ
れ
な
い
﹁
省
悟
﹂
の
語
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
傾

向
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。

　
『
仏
祖
悟
則
』
で
は
、
懐
奘
（
一
一
九
八
～
一
二
八
〇
）
が
道
元
禅
師
に
参
学
し
て
か
ら
一
両
年
を
経
た
際
に
、﹁
一
毫
穿
衆
穴
﹂
の
因
縁
に
よ
っ
て
開
悟
し

た
と
さ
れ
る
（
波
線
部
）。
こ
の
﹁
一
両
年
﹂
と
は
些
か
不
可
解
な
数
字
で
あ
る
。『
伝
光
録
』﹁
懐
奘
章
﹂
の
﹁
本
則
﹂
で
は
参
学
年
数
は
示
さ
れ
な
い
が
、﹁
機

縁
﹂
に
は
、

永
平
元
和
尚
安
貞
二マ

マ
丁亥

歳
始
建
仁
寺
ニ

帰
リ
テ

修
練
。
時
ニ

大
宋
ヨ
リ

正
法
ヲ

傳
テ

ヒ
ソ
カ
ニ
弘
通
セ
ン
ト
云
聞
エ

ア
リ
。
師
聞
テ

思
フ

我
已
三
止
三
観
ノ

宗
ニ

ク
ラ

カマ
マス
、
浄
土
一
門
ノ
要
行
ニ
達
ス
ト
云
ト
モ
、
猶
既
武
峰
ニ
参
ス
。
頗
見
性
成
仏
ノ
旨
ニ
達
ス
。
何
事
ノ
伝
来
コ
ト
カ
ア
ラ
ン
ト
云
テ
、
試
ニ
即
元
和
尚
ニ
尚ヒ

参
。
元

和
尚
始
対
談
セ
シ

時
、
両
三
日
ハ

只
師
ノ

得
処
ニ

同
シ
。
見
性
霊
智
ノ

事
ヲ

談
ス
。
時
ニ

師
歓
喜
シ
テ

違
背
セ
ス
。
吾
所
得
実
ナ
リ
ト

思
テ

敬
歎
ヲ

加
ン
。
良
日
数
フ
ル
ニ
、

元
和
尚
頗
異
解
ヲ
顕
ス
。
時
ニ
師
驚
鋒
挙
ル
ニ
、
師
ノ
外
ニ
義
ア
リ
、
悉
相
似
ス
。
故
更
発
心
シ
テ
伏
承
セ
ン
ト
セ
シ
ニ
、
元
和
尚
即
云
、
吾
祖
風
ヲ
伝
持
シ
テ
始
扶

桑
国
中
ニ

弘
通
セ
ン
ト
ス
。
当
寺
ニ

居
住
ス
ヘ
シ
ト
云
ト

モ
別
ニ

所
地
ヲ

エ
ラ
ン
テ
止
宿
セ
ン
ト

思
。
若
処
ヲ

尋
エ
テ

草
庵
ヲ

結
ハ

即
タ
ツ
ネ
テ
至
ヘ
シ
。
爰
ニ

相
随

ハ
ン
コ
ト
不
可
ナ
リ
。
師
、
命
ニ

随
。
時
ヲ

待
、
然
ニ

元
和
尚
深
草
ノ

極
楽
寺
傍
ニ

始
草
庵
ヲ

結
テ

一
人
隠
居
ス
。
一
人
訪
ナ
ク
シ
テ

両
歳
ヲ

ヘ
シ
ニ
師
即
尋
至
ル
。
文

暦
元
年
也
。
元
和
尚
歓
喜
シ
テ
即
入
室
ヲ
許
ス
。
昼
夜
祖
道
ヲ
談
ス
。
良
三
年
ヲ
過
ニ
、
即
今
因
縁
ヲ
請
益
ニ
⋮
（
正
巻
・
一
〇
二
丁
表
～
一
〇
三
丁
表
）。

と
あ
っ
て
、
懐
奘
の
参
学
経
緯
が
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
懐
奘
は
、
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）、
建
仁
寺
に
寓
居
し
て
い
た
道
元
禅
師
と
別
れ
た
後
、
文
暦

元
年
（
一
二
三
四
）、
深
草
極
楽
寺
の
傍
に
草
庵
を
結
ん
で
い
た
道
元
禅
師
を
再
び
訪
ね
、
そ
こ
か
ら
本
格
的
な
参
学
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
深
草
で
参
学
し

て
か
ら
﹁
三
年
﹂
後
、﹁
一
毫
穿
衆
穴
﹂
の
因
縁
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
伝
光
録
』
に
従
う
な
ら
ば
、﹁
一
両
年
﹂
で
は
な
く
、﹁
三
年
﹂

と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
の
作
者
が
単
純
に
誤
解
を
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
﹁
一
両
年
﹂
と
い
う
年
数
は
、『
伝
光
録
』
と
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『
行
業
記
』﹁
懐
奘
伝
﹂
に
見
ら
れ
る
以
下
の
記
述
か
ら
、
両
者
の
整
合
性
を
取
る
過
程
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

師
聞
三
元
公
伝
法
帰
朝
而
寓
二
止
建
仁
寺
一
。
往
而
論
談
法
戦
。
知
レ
有
二
長
処
一
、
帰
レ
心
信
伏
。
遂
聞
二
元
公
住
庵
一
、
文
暦
元
年
甲
午
冬
、
参
二
深
草
改
レ

衣
。
次
年
八
月
十
五
日
、伝
二
授
仏
祖
正
伝
戒
法
一
。
達
磨
授
二
二
祖
一
儀
也
。
有
時
元
公
、挙
下
示
一
毫
穿
二
衆
穴
一
之
因
縁
上
。
師
言
下
大
悟
礼
拝
（『
曹
全
』

史
伝
上
、
四
ａ
）。

　
『
行
業
記
』
は
、
懐
奘
が
道
元
禅
師
に
参
じ
た
翌
年
、
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
を
伝
授
さ
れ
た
後
の
あ
る
時
（﹁
有
時
﹂）、
道
元
禅
師
が
示
し
た
﹁
一
毫
穿

衆
穴
﹂
の
因
縁
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
と
す
る
。
懐
奘
が
道
元
禅
師
か
ら
戒
法
を
授
け
ら
れ
た
時
点
を
、
正
式
な
参
学
の
起
点
と
定
め
る
な
ら
ば
、
懐
奘
の

開
悟
の
時
期
は
、『
伝
光
録
』
で
は
、
深
草
を
訪
ね
て
か
ら
三
年
後
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
戒
法
伝
授
ま
で
の
一
年
を
引
け
ば
﹁
一
両
年
﹂
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、『
仏
祖
悟
則
』
に
お
け
る
﹁
一
両
年
﹂
と
い
う
年
数
は
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
仏
祖
悟
則
』
の
作
者
は
、
西
天
と
中
国
の
祖
師
に
つ
い
て
は
、『
伝
光
録
』
を
基
軸
に
、
灯
史
類
に
よ
っ
て
補
足
し
つ
つ
悟
則
を
作
成
し
て
い
る
が
、﹁
道

元
禅
師
章
﹂
と
﹁
懐
奘
章
﹂
に
つ
い
て
は
、『
伝
光
録
』
を
用
い
る
と
共
に
、『
行
業
記
』
な
ど
の
参
照
可
能
な
伝
記
資
料
を
利
用
し
、
や
や
も
す
れ
ば
冗

長
に
な
り
が
ち
な
歴
史
的
叙
述
を
、
な
る
べ
く
端
的
な
形
に
整
え
、
主
題
と
な
る
悟
則
が
際
立
つ
表
現
の
作
成
に
腐
心
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。

四
、
義
介

　
『
伝
光
録
』
は
懐
奘
ま
で
の
機
縁
を
記
載
す
る
た
め
、
そ
れ
以
降
の
義
介
（
一
二
一
九
～
一
三
〇
九
）・
瑩
山
禅
師
・
峨
山
は
、
自
ず
と
『
仏
祖
悟
則
』
作
成

当
時
に
知
ら
れ
て
い
た
開
悟
の
機
縁
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
義
介
か
ら
順
に
考
察
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
『
仏
祖
悟
則
』﹁
義
介
章
﹂ 

第
五
十
三
祖
大
乗
价
和
尚
、
参
二シ
テ

奘
和
尚
ニ一

云
ク
、
先
師
ノ

道
会
二

得
ス

身
心

脱
落
ノ
話
ヲ一
。
奘
和
尚
云
ク
、
汝
如
何
会
得
ス
。
价
公
ノ
云
、
胡
鬚
赤
、
々
鬚
胡
。

奘
和
尚
ノ
云
ク
、
如
是
々
々
（
二
八
丁
裏
）。

4

4　
　
　
『
行
業
記
』﹁
義
介
伝
﹂ 

師
又4

曰
、近4

日
会
二
先
師
所
得
之
身
心
脱
落
話
一
。
奘
云4

、好
好
。
作
麼
生
会
。

師
云
、
将
謂
赤
鬚
胡
、
更
有
胡
鬚
赤
。
奘
云4

、
許
多
身4

中
、
有
二
如
レ
是
身
一 

（『
曹
全
』
史
伝
上
、
七
ａ
）。

・
又
│
復　

・
近
日
会
先
師
│
先
師
会　

・
云
│
曰　

・
身
│
身
心



一
九
二

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

　
『
行
業
記
』
を
始
め
と
す
る
諸
伝
は
、
道
元
禅
師
の
身
心
脱
落
話
を
会
得
し
た
こ
と
を
以
て
、
義
介
の
悟
則
と
す
る
が
、『
仏
祖
悟
則
』
も
そ
れ
に
等
し
い
。

た
だ
、『
仏
祖
悟
則
』
で
は
、
懐
奘
の
語
に
省
略
や
改
変
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
義
介
が
身
心
脱
落
話
を
会
得
し
た
こ
と
を
述
べ
た
後
の
﹁
好
好
﹂
と
い
う

懐
奘
が
述
べ
た
感
嘆
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諸
伝
に
お
け
る
義
介
の
﹁
将
謂
赤
鬚
胡
、
更
有
胡
鬚
赤
﹂
も
、﹁
胡
鬚
赤
、
々
鬚
胡
﹂
と
短
縮
さ
れ

て
お
り
、﹁
赤
鬚
胡
﹂
と
﹁
胡
鬚
赤
﹂
の
順
序
も
入
れ
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
末
尾
に
お
け
る
、
義
介
の
境
涯
を
懐
奘
が
証
明
す
る
﹁
許
多
身
中
、
有

如
是
身
﹂
と
い
う
語
は
、﹁
如
是
如
是
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
語
の
短
縮
や
改
変
は
、『
仏
祖
悟
則
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、﹁
義
介
章
﹂
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、﹁
発
悟
﹂
や
﹁
大
悟
﹂
と
い
っ
た
開
悟
を
示
す
語
が
一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
右
に
挙
げ
た
義
介
の
悟
則
も
、
あ
く
ま
で
﹁
身
心
脱
落
話
﹂
を
義
介
が
会
得
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
身
心
脱
落
話
に
よ
っ
て
転
迷
開
悟
し

た
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、『
行
業
記
』・『
正
伝
記
』・『
行
業
略
記
』・『
御
遺
言
記
録
』
な
ど
の
資
料
を
見
て
も
、
義
介
開
悟
の
消
息
を
伝
え
る

資
料
は
存
し
な
い
。
こ
れ
は
、
義
介
の
嗣
法
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
示
紹
瑾
長
老
﹂（
広
福
寺
所
蔵
）
に
、

　
　
　
　

示
紹
瑾
長
老

夫
仏
法
者
必
有
二

嗣
法
一
、
々
々
者
定
帯
二

嗣
書
一
。
七
仏
相
嗣
、
四
七
二
三
、
青
原
・
南
岳
両
流
門
下
、
五
家
七
宗
諸
師
宗
匠
、
皆
帯
二

嗣
書
一
。
先
師

永
平
元
和
尚
在
レ

宋
日
、
遍
二

参
諸
師
一
、
拝
二

見
五
家
嗣
書
一
。
此
事
委
在
二

先
師
所
作
之
一
巻
一
、
書
名
二

嗣
書
一
。
然
予
両
師
見
レ

之
、
帯
二

両
家
書
一
。

所
謂
臨
済
家
与
二

洞
山
家
一

也
。
臨
済
者
大
恵
上
足
仏
照
禅
師
、
引
二

仏
在
世
之
生
主
法
寿
例
一
、
雖
レ

不
レ

見
レ

面
、
遥
嗣
二

日
本
能
忍
上
人
一
、
忍
嗣
二

覚

晏
一
、
晏
嗣
二

吾
師
懐
鑑
一
、
鑑
嗣
レ

予
。
々
稟
二

師
命
一
、
重
嗣
二

当
家
一
、
其
由
者
、
建
長
五
年
夏
、
鑑
公
嗣
書
相
伝
事
、
先
師
御
尋
時
、
当
家
嗣
書
事

委
示
レ
之
。
其
時
二
代
和
尚
同
座
証
知
、
別
紙
委
。
又
同
秋
最
後
上
洛
之
剋
、
仰
二
付
永
平
寺
之
留
守
一
、
特
蒙
二
種
々
契
約
一
。
具
二
別
紙
一
。
先
師
円
寂

後
、
予
参
二

永
平
二
代
和
尚
一
、
即
嗣
二

当
家
書
一
。
自
二

建
長
乙
卯
一

至
二

嘉
元
丙
牛
一
、五
十
二
年
保
二

持
之
一
。
先
年
既
予
嗣
レ

汝
畢
、
宣
三

善
護
持
、
弘
二

通
来
際
一
。
抑
二
代
相
承
、
以
二
師
嗣
書
一
被
レ
付
事
、
先
蹤
所
レ
引
在
二
口
伝
一
、
相
承
作
法
受
二
付
属
一
、
先
師
門
人
中
独
二
代
而
已
。
見
二
別
紙
一
。
然
或

家
於
二

二
代
一

有
レ

致
二

疑
謗
一
。
聞
レ

之
努
力
不
レ

可
レ

信
レ

之
、
仏
祖
伝
来
之
古
法
、
豈
可
レ

構
二

謀
計
今
案
一

乎
。
聖
眼
照
覧
、
古
今
無
レ

私
。
於
二

相
伝

事
一
致
二
疑
謗
一
者
、
必
招
二
罪
業
一
。
可
レ
怖
レ
之
々
々
々
矣
。

　
　
　
　
　
　
　

嘉
元
四
年
丙午
八
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
住
大
乗
寺
義
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

示
レ
之
（
花
押
）



一
九
三

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

（
東
隆
眞
編
『
大
乗
寺
開
山
徹
通
義
介
禅
師
関
係
資
料
集
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
、
六
三
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
義
介
は
懐
鑑
（
？
～
一
二
五
一
頃
）
か
ら
臨
済
下
の
法
を
嗣
い
だ
後
、
懐
奘
か
ら
曹
洞
宗
の
法
を
嗣
ぐ
の
で
あ
る（
９
）。
義
介
は
、
懐
鑑
か
ら

嗣
法
を
許
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
開
悟
し
、
自
ら
の
悟
境
を
証
明
さ
れ
、
印
可
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
懐

奘
か
ら
嗣
法
が
行
わ
れ
た
段
階
と
い
う
の
は
、既
に
大
悟
徹
底
の
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、身
心
脱
落
話
に
よ
っ
て
改
め
て
開
悟
せ
ず
と
も
、

道
元
禅
師
の
仏
法
に
対
す
る
正
し
い
理
解（
会
得
）が
得
ら
れ
こ
と
を
懐
奘
に
証
明
し
て
も
ら
う
の
み
で
、嗣
法
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

問
題
と
な
る
義
介
開
悟
の
機
縁
は
、『
行
業
記
』
等
の
伝
記
作
成
当
時
に
は
既
に
不
明
で
あ
り
、
長
き
に
わ
た
っ
て
巾
瓶
に
侍
し
た
瑩
山
禅
師
も
恐
ら
く
は
、

知
悉
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

10
（

。
あ
る
い
は
、懐
鑑
膝
下
で
の
開
悟
の
機
縁
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、そ
の
機
縁
を
収
録
し
て
し
ま
う
と
、

開
悟
の
系
譜
は
、
懐
鑑
│
義
介
と
な
り
、
懐
奘
│
義
介
間
の
機
縁
を
収
録
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
曹
洞
宗
に
お
け
る
伝
法
の
系
譜
と
整

合
性
を
取
る
べ
く
、
諸
伝
が
伝
え
て
い
た
機
縁
を
収
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、﹁
義
介
章
﹂
以
降
の
祖
師
は
、『
伝
光
録
』
で
は
扱
わ
れ
な
い
が
、『
仏
祖
悟
則
』
の
作
者
は
、
祖
師
の
人
生
に
お
け
る
最
初
の
開
悟
体
験
を
重
要

視
し
、そ
れ
を
開
悟
の
機
縁
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、開
悟
の
瞬
間
を
抜
き
出
し
て
収
録
す
る
と
い
う
『
仏

祖
悟
則
』
の
性
格
上
、
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ゆ
え
、﹁
義
介
章
﹂
で
は
開
悟
を
示
す
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
も
検
討
し
た
い
。

五
、
瑩
山
禅
師
　

　

続
い
て
瑩
山
禅
師
の
悟
則
を
検
討
し
て
い
こ
う
。『
仏
祖
悟
則
』﹁
瑩
山
禅
師
章
﹂
で
は
、

第
五
十
四
世
洞
谷
開
闢
瑾
和
尚
、
因
ニ
見
テ二
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
ト
云
一コ
ト
ヲ
、
忽
然
開
悟
シ
テ
云
ク
、
有
二
一
老
人
一
、
変
二
作
万
物
一
。
時
价
和
尚
聞
テ
曰
、

若
シ
与
广
ニ
省
悟
ハ
、
宗
家
ノ
大
事
在
レ
之
（
二
九
丁
表
）。

と
さ
れ
て
お
り
、『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
六
﹁
法
師
功
徳
品
﹂
の
経
文
を
見
て
開
悟
し
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
開
悟
し
た
際
の
﹁
一
老
人
有
り
、
万
物
を
変
作
す
﹂
と

い
う
表
詮
に
よ
っ
て
義
介
か
ら
証
明
を
受
け
て
い
る
が
、『
行
業
略
記
』
等
の
記
録
と
は
異
な
っ
て
い
る
。『
行
業
略
記
』﹁
義
介
伝
﹂
に
は
、

後
、
開
テ二

加
州
ノ

大
乗
ヲ一
、
接
二

得
シ

学
徒
ヲ一
、
海
部
紹
瑾
、
参
随
シ
テ

為
レ

首
。
一
日
問
二

紹
瑾
ニ一
、
公
カ

見
処
如
何
カ

知
ン二

平
常
心
ヲ一
。
瑾
云
ク
、
道
ハ

不
レ

属
二

知

不
知
ニ一
。
師
黙
許
付
授
シ
テ
云
ク
、
汝
有
リ二
越
師
ノ
之
気
概
一
、
宜
クレ
興
ス二
永
平
ノ
宗
旨
ヲ一
（『
諸
本
対
校 
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
八
～
二
九



一
九
四

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

頁
、
以
下
『
洞
谷
記
』
か
ら
の
引
用
は
本
書
か
ら
行
い
、
頁
数
の
み
を
記
す
）。

と
あ
っ
て
、﹁
平
常
心
﹂
に
つ
い
て
、
義
介
か
ら
点
検
を
受
け
、
超
師
の
気
概
を
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
仏
祖
悟
則
』
作
者
の
誤
解
で
あ
る
か
と
言

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
先
に
、『
仏
祖
悟
則
』﹁
義
介
章
﹂
で
は
、
開
悟
を
意
味
す
る
語
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
義

介
の
﹁
身
心
脱
落
話
﹂
の
会
得
は
、
懐
鑑
の
膝
下
に
お
け
る
開
悟
後
の
こ
と
で
あ
り
、
人
生
最
初
の
開
悟
体
験
を
重
要
視
す
る
『
仏
祖
悟
則
』
作
者
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、開
悟
の
機
縁
と
し
て
採
用
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
を
行
っ
た
が
、﹁
瑩
山
禅
師
章
﹂
も
﹁
義
介
章
﹂
と
同
様
の
論
理
に
よ
っ
て
、﹁
平

常
心
﹂
で
は
な
く
、『
法
華
経
』
の
﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
に
よ
る
開
悟
を
採
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
瑩
山
禅
師
が
﹁
平
常
心
﹂
の
機
縁
に
よ
っ
て
嗣
法
を
許
さ
れ
た
の
は
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』（
永
享
四
年
︿
一
四
三
二
﹀
書
写
）
に
よ
れ
ば
、

卅
二
シ
テ

参
二

得
シ
テ

加
州
大
乗
開
山
介
和
尚
ノ

宗
旨
ヲ一
、
嗣
法
シ
テ

為
二

長
嫡
一
、
為
二

大
乗
最
初
ノ

半
座
一

而
、
得
二

分
食
分
院
ノ

佳
名
ヲ一
、
得
二

超
師
気
概
証
明
ヲ一
。

卅
三
シ
テ
所
レ
行
二
立
僧
入
室
一
。
卅
五
シ
テ
登
二
大
乗
ノ
全
座
ニ一
、
補
二
任
シ
テ
二
代
ノ
住
持
職
ヲ一
、十
九
年
接
化
ス
（
七
頁
）。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
瑩
山
禅
師
は
三
二
歳
で
義
介
か
ら
嗣
法
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
瑩
山
禅
師
の
三
二
歳
は
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
に
当
た
り
、『
行
業

略
記
』﹁
義
介
伝
﹂
に
お
け
る
機
縁
も
永
仁
三
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

で
は
、﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
に
よ
る
開
悟
は
、
い
つ
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
泰
山
氏
に
よ
っ
て
室
町
中
期
ま
で
の
成
立
と
推

測
さ
れ
て
い
る
（『
曹
全
』
解
題
、
三
六
六
頁
）『
洞
谷
五
祖
行
実
』﹁
洞
谷
第
一
祖
勅
諡
仏
慈
禅
師
瑩
山
和
尚
行
実
﹂
に
は
、

廿
二
歳
偶
閲
二
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
教
文
一
。
倐
省
悟
云
、
変
二
自
己
一
為
二
万
物
一
、
変
二
万
物
一
為
二
自
己
一
。
清
風
与
二
明
月
一
、
依
然
在
二
目
前
一
（『
曹

全
』
史
伝
上
、
五
九
五
ａ
）。

と
あ
り
、
瑩
山
禅
師
が
二
二
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
体
験
が
二
二
歳
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
伝
記
作
者
が
取
材
の
過

程
で
知
り
得
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
、

十
八
シ
テ

発
心
求
道
。
十
九
シ
テ

参
ス二

寂
円
塔
主
ニ一
、
発
二シ
テ

菩
提
心
ヲ一
、
至
ル二

不
退
転
位
ニ一
。
廿
二
シ
テ

聞
声
悟
道
。
廿
五
シ
テ

如
ク二

観
音
一
、
発ヲ

コ
ス一

大
悲
闡
提
ノ

之
弘

誓
ノ
願
ヲ一
（
七
頁
）。

と
い
う
記
述
か
ら
推
測
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。﹁
廿
二
に
し
て
聞
声
悟
道
す
﹂
と
あ
り
、
こ
れ
が
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
瑩
山
禅
師
自
伝
に
お
い
て
最
初

に
語
ら
れ
る
開
悟
体
験
で
あ
る
。『
法
華
経
』
の
経
文
に
よ
る
開
悟
と
聞
声
悟
道
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
に
よ

る
開
悟
の
機
縁
の
み
が
遺
弟
ら
の
間
で
伝
え
ら
れ
、
そ
の
時
期
が
不
明
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
確
実
な
拠
り
所
と
な
る
『
洞
谷
記
』
に
従
い
、
二
二
歳
の
出
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来
事
と
伝
記
作
者
に
よ
る
推
定
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

　
﹁
平
常
心
﹂
の
機
縁
は
三
二
歳
、﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
の
機
縁
は
二
二
歳
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、﹁
父
母
所
生
眼

悉
見
三
千
界
﹂
の
機
縁
が
、
瑩
山
禅
師
が
、
仏
門
に
投
じ
て
以
来
、
初
め
て
の
開
悟
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、『
仏
祖
悟
則
』
作
者
は
、﹁
平

常
心
﹂
の
機
縁
で
は
な
く
、﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
を
瑩
山
禅
師
の
悟
則
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
点
、『
仏
祖
悟
則
』
が
﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
を
採
用
し
た
理
由
が
存
す
る
。
実
は
、
中
世
成
立
の
資
料
で
は
、
瑩
山
禅
師
が
﹁
平
常
心
﹂

の
話
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
と
す
る
文
献
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
『
行
業
略
記
』
も
、﹁
平
常
心
﹂
を
め
ぐ
る
義
介
と
の
問
答
で
瑩
山
禅
師
が
開

悟
し
た
と
は
一
切
書
い
て
い
な
い
。
他
に
も
、
先
に
挙
げ
た
『
洞
谷
五
祖
行
実
』
の
続
き
に
は
、

且
請
二
永
平
義
演
禅
師
一
受
二
菩
薩
大
戒
一
、
悉
付
二
戒
範
一
。
廿
八
歳
寓
二
阿
州
海
部
城
万
寺
一
、
始
開
二
戒
法
一
。
可
鉄
鏡
西
堂
等
七
十
五
人
得
戒
。
再
謁
二

加
州
大
乗
徹
通
禅
師
一
。
价
公
曰
、
公
近
日
見
処
如
何
。
平
常
心
是
道
作
麼
生
理
会
去
。
師
云
、
不
識
。
云
、
道
不
レ
属
レ
知
、
不
レ
属
二
不
知
一
。
師
云
、

昨
夜
崑
崙
暗
中
走
。
价
公
黙
許
便
云
、
儞
有
二
超
師
機
一
。
宜
レ
興
二
永
平
宗
旨
一
（『
曹
全
』
史
伝
上
、
五
九
五
ａ
～
ｂ
）。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
﹁
平
常
心
﹂（
平
常
心
是
道
）
の
機
縁
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、
瑩
山
禅
師
は
﹁
平
常
心
﹂
の
機
縁
で
は
開
悟
し
て
お
ら
ず
、

禅
師
自
身
の
境
涯
（
悟
境
）
を
義
介
か
ら
証
明
を
受
け
る
の
み
で
あ
る
。『
洞
谷
五
祖
行
実
』
と
同
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
『
正
伝
記
』

の
﹁
瑩
山
禅
師
章
﹂
で
も
、

然
後
参
二

随
加
州
大
乗
徹
通
和
尚
一
。
因
誦
二

法
華
一
、
至
二

父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
一
。
自
発
開
悟
云
、
有
二

一
老
人
一
、
変
二

作
万
物
一
。
大
乗
聞
云
、

若
与
麼
省
悟
、
宗
家
大
事
在
レ

之
。
自
レ

爾
為
二

上
首
一
。
大
乗
一
日
、
問
レ

師
云
、
近
日
公
見
処
如
何
。
師
云
、
平
常
心
是
道
。
乗
云
、
如
何
知
二

平
常

心
一
。
師
云
、
不
レ

属
知
不
知
一
。
大
乗
黙
識
。
許
二

付
授
一

云
、
汝
有
二

超
師
之
気
概
一
、
宜
レ

興
二

永
平
宗
旨
一
。
即
譲
二

住
持
一
（『
続
曹
全
』
寺
誌
・
史
伝
、

三
一
五
ａ
）。

と
さ
れ
て
お
り
、
瑩
山
禅
師
に
お
け
る
転
迷
開
悟
の
機
縁
は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
﹁
平
常
心
﹂
の
機
縁
は
、

開
悟
の
後
、嗣
法
を
許
さ
れ
る
際
の
機
縁
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、瑩
山
禅
師
に
と
っ
て
の
﹁
平
常
心
﹂
の
機
縁
は
、義
介
に
お
け
る
﹁
身

心
脱
落
話
﹂
の
会
得
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。

　

瑩
山
禅
師
が
﹁
平
常
心
﹂
の
話
で
開
悟
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、
近
世
成
立
の
、『
諸
嶽
開
山
二
祖
禅
師
行
録
』﹁
諸
嶽
開
山
瑩
山
仏
慈
禅
師
行
実
﹂
に
至
っ

て
か
ら
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
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依
二
大
乗
徹
通
和
尚
一
、
朝
夕
参
敲
、
脇
不
レ
着
レ
席
、
寝
食
倶
忘
。
一
日
、
聞
レ
挙
二
趙
州
平
常
心
是
道
話
一
豁
然
大
悟
。
通
和
尚
云
、
儞
作
麼
生
会
。
師

云
、
黒
漆
崑
崙
夜
裏
走
。
通
云
、
更
道
、
更
道
。
師
云
、
逢
レ

茶
喫
レ

茶
、
逢
レ

飯
喫
レ

飯
。
通
微
笑
云
、
汝
向
後
興
二

洞
上
宗
風
一
（『
曹
全
』
史
伝
上
、

二
一
ａ
）。

と
あ
り
、﹁
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
﹂
の
機
縁
は
省
略
さ
れ
、﹁
趙
州
平
常
心
是
道
話
﹂
に
よ
っ
て
大
悟
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
仏
祖
悟
則
』﹁
瑩
山
禅
師
章
﹂
の
開
悟
時
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
の
表
詮
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
義
介
の
応
答
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。『
仏

祖
悟
則
』・『
正
伝
記
』・『
洞
谷
五
祖
行
実
』
を
列
挙
す
る
。

『
仏
祖
悟
則
』

　
　

忽
然
開
悟
シ
テ
云
ク
、
有
二
一
老
人
一
、
変
二
作
万
物
一
。
時
价
和
尚
聞
テ
曰
、
若
シ
与
广
ニ
省
悟
ハ
、
宗
家
ノ
大
事
在
レ
之
。

『
正
伝
記
』

　
　

自
発
開
悟
云
、
有
二
一
老
人
一
、
変
二
作
万
物
一
。
大
乗
聞
云
、
若
与
麼
省
悟
、
宗
家
大
事
在
レ
之
。

『
洞
谷
五
祖
行
実
』

　
　

倐
省
悟
云
、
変
二
自
己
一
為
二
万
物
一
、
変
二
万
物
一
為
二
自
己
一
。
清
風
与
二
明
月
一
、
依
然
在
二
目
前
一
。

　

ま
ず
、
瑩
山
禅
師
が
開
悟
し
た
後
に
述
べ
る
﹁
一
老
人
有
り
て
、
万
物
を
変
作
す
﹂
で
あ
る
が
、『
仏
祖
悟
則
』
と
『
正
伝
記
』
は
ほ
と
ん
ど
等
し
い
が
、

『
洞
谷
五
祖
行
実
』
の
み
は
、﹁
自
己
を
変
じ
て
万
物
と
為
し
、
万
物
を
変
じ
て
自
己
と
為
す
。
清
風
と
明
月
と
、
依
然
と
し
て
目
前
に
在
り
﹂
と
さ
れ
て

い
る
。
前
半
の
二
句
は
意
味
こ
そ
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
対
句
を
用
い
る
な
ど
、
形
式
が
整
え
ら
れ
、
後
半
の
二
句
に
つ
い
て
は
伝
記
作
者

に
よ
る
増
広
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
瑩
山
禅
師
開
悟
の
場
面
に
限
る
な
ら
ば
、『
仏
祖
悟
則
』
お
よ
び
『
正
伝
記
』
が
『
洞
谷
五
祖
行
実
』
よ
り
も
古
い
形

を
保
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、﹁
一
老
人
有
り
て
、
万
物
を
変
作
す
﹂
と
い
う
語
は
、
相
対
的
な
日
常
的
観
念
を
離
れ
て
主
客
を
絶
し
た
個
に
お
け
る
自
由
無
礙
な
主
体
性
を
意

味
す
る
と
解
釈
出
来
る
が
、
瑩
山
禅
師
が
接
化
に
当
た
っ
て
日
常
的
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
瑩
山
禅
師
の
上
足
、
明
峰
素
哲

（
一
二
七
七
～
一
三
五
〇
）
の
伝
記
で
あ
る
『
光
禅
開
山
老
和
尚
行
業
記
』
に
は
、

山
、
一
日
示
レ

衆
云
、
有
二

一
人
一

能
変
二

作
万
物
一
、
且
道
、
是
阿
誰
。
師
又
無
レ

対
。
疑
情
弥
深
罔
二

暫
措
一
、
書
二

山
之
語
於
片
紙
一
、
以
貼
二

寮
柱
一
、

毎
日
焼
香
礼
拝
焉
（
佐
藤
秀
孝
﹁
明
峰
素
哲
と
松
岸
旨
淵
の
伝
記
史
料
│
『
光
禅
開
山
老
和
尚
行
業
記
』
と
『
光
禅
二
代
和
尚
小
行
実
記
』
の
訓
註
│
﹂、『
駒
澤
大
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学
禅
研
究
所
年
報
』
一
一
、二
〇
〇
〇
年
、
一
四
六
頁
）。

と
あ
り
、
瑩
山
が
示
衆
で
示
し
た
﹁
有
一
人
能
変
作
万
物
﹂
へ
の
疑
団
が
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
明
峰
が
、
寮
舎
の
柱
に
こ
の
語
を
貼
り
付
け
、
毎
日
焼
香

礼
拝
し
て
い
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
明
峰
の
立
僧
に
際
し
て
行
わ
れ
た
﹁
素
哲
法
衣
相
伝
法
語
﹂（﹁
広
福
寺
文
書
﹂）
に
お
い
て
も
こ
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

元
亨
癸
亥
六
月
廿
五
日
、
挙
二

哲
首
座
立
僧
普
説
一

云
、
相
二

続
七
仏
法
一
、
付
二

授
列
祖
心
一
。
了
了
無
二

三
世
一
、
霊
霊
離
二

四
禁
一
。
一
灯

分
二

百
億
一
、百
億
不
二

相
侵
一
。
塵
劫
以
来
事
、
到
頭
絶
二

追
尋
一
。
宛
如
三

葫
蘆
藤
手
纏
二

葫
蘆
藤
一
、
所
以
道
、
有
二

一
老
人
一
、
能
変
二

作
万
物
一
。
是
什

麼
人
。
霊
山
分
座
、
曹
渓
分
化
、
大
乗
分
食
、
洞
谷
分
説
、
倶
有
二

立
僧
一
、
称
二

大
衆
一

等
入
室
。
諸
人
、
識
二

取
此
人
一

也
未
（
大
久
保
道
舟
編
『
曹
洞

宗
古
文
書
』
上
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
五
三
三
頁
）。

　

そ
し
て
、
瑩
山
禅
師
の
表
詮
を
聞
い
た
義
介
の
応
答
、﹁
若
し
与
麼
に
省
悟
せ
ば
、
宗
家
の
大
事
之
れ
に
在
り
﹂
は
、『
仏
祖
悟
則
』
と
『
正
伝
記
』
の

み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、『
洞
谷
五
祖
行
実
』
で
は
、
瑩
山
禅
師
が
開
悟
し
た
そ
の
場
に
義
介
は
居
合
わ
せ
て
い
な
い
。『
仏
祖
悟
則
』
に
見
ら
れ
る
﹁
宗

家
大
事
﹂
と
い
う
語
は
、『
行
業
記
』﹁
義
介
伝
﹂
に
お
い
て
、
義
介
へ
の
嗣
法
が
済
ん
だ
後
に
懐
奘
が
発
し
た
、

宗
家
大
事
、
不
レ
遺
二
一
事
一
、
即
付
授
了
。
吾
已
免
二
断
仏
種
之
罪
一
（『
曹
全
』
史
伝
上
、
七
ｂ
）。

な
ど
を
も
と
に
創
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
峨
山
韶
碩

　

最
後
は
、
峨
山
韶
碩
の
悟
則
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』﹁
峨
山
章
﹂
で
は
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
一
二
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
瑩
山
禅
師
と
峨
山
禅
師

の
問
答
が
機
縁
と
し
て
抄
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
出
典
は
、『
峨
山
韶
碩
禅
師
喪
記
』（
以
下
、『
喪
記
』
と
略
称
）
に
収
載
さ
れ
る
﹁
総
持
二
代
和
尚
抄
剳
﹂
で

あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
上
下
に
分
け
て
示
そ
う
。

　
　
　
『
仏
祖
悟
則
』﹁
峨
山
章
﹂

第
五
十
五
祖
峨
山
和
尚
、因
ニ
瑩
山
問
師
曰
、不
レ
教
伊
揚
眉
瞬
目
一
且
ク
置
ク
。

紹
瑾
一
弾
指
如
何
ン
。
師
言
□
︹
下
︺大
悟
。
山
識
テ二

大
悟
ヲ一

問
テ

曰
ク
、
石
胎
蛇
意

4

4　
　
　
『
喪
記
』﹁
總
持
二
代
和
尚
抄
剳
﹂

十
二
月
廿
三
日
夜
半
、
瑩
山
問
レ

師
云
、
不
レ

教
汝
揚
眉
瞬
目
一

且
置
。
紹

瑾
一
弾
指
如
何
。
師
言
下
大
語悟

カ
。
瑾
識
二
大
語悟
カ

一
問
曰
、石
胎
レ
蛇
意
旨
如
何
。



一
九
八

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

旨
如
何
。
師
□︹
曰
︺、昔
年
憶
得
リ
石
胎
蛇
、今
日
憶
得
蛇
胎
石
。
山
即
証
明（
二
九

丁
表
～
裏
）。

4

4

曰
、昔
年
憶
得
石
胎
レ
蛇
、今
日
憶
得
蛇
胎
レ
石
。
山
則
語悟
カ

（『
続
曹
全
』
清
規
・

講
式
、
二
〇
ａ
）。

　

機
縁
自
体
は
全
く
同
文
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
近
似
し
て
お
り
、
字
句
の
異
同
も
、
た
と
え
ば
瑩
山
禅
師
を
﹁
山
﹂
と
す
る
か
﹁
瑾
﹂
と
す
る
か
と
い
っ

た
わ
ず
か
な
違
い
の
み
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』﹁
峨
山
章
﹂
は
、
欠
損
箇
所
が
存
す
る
が
、
そ
の
欠
字
も
、『
喪
記
』
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
『
喪
記
』
と
は
葬
儀
の
記
録
で
あ
る
が
、『
喪
記
』
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、『
喪
記
』
末
尾
の
﹁
当
山
二
祖
大
和
尚
御
遺
附
記
﹂
に
、﹁
貞
治
五
秊
十
月
廿

八
日
﹂
の
年
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
峨
山
が
示
寂
し
た
八
日
後
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。﹁
總
持
二
代
和
尚
抄
剳
﹂
も
『
喪
記
』
の
成
立
時
よ
り
存

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
峨
山
示
寂
直
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
代
の
創
作
等
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
低
い
と
言
え
よ
う）

12
（

。

　
﹁
總
持
二
代
和
尚
抄
剳
﹂
が
ほ
と
ん
ど
形
を
変
え
る
こ
と
な
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
仏
祖
悟
則
』
が
峨
山
示
寂
か
ら
そ
れ
ほ
ど
間
を
置
か

な
い
期
間
に
成
立
し
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

七
、
小
結

　

以
上
、
前
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
日
本
祖
師
の
悟
則
を
検
討
し
て
き
た
。『
仏
祖
悟
則
』
に
お
け
る
日
本
祖
師
の
悟
則
は
、
そ
の

典
拠
を
考
え
る
に
、『
伝
光
録
』
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、『
行
業
記
』（『
行
状
記
』）・『
行
業
略
記
』・『
洞
谷
五
祖
行
実
』・『
喪
記
』
な
ど
の
中
世
成
立
の

諸
伝
と
の
親
近
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
言
え
よ
う
。

　

具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
道
元
禅
師
・
懐
奘
ら
、『
伝
光
録
』
に
収
載
さ
れ
る
祖
師
の
悟
則
に
つ
い
て
は
、『
行
業
記
』
を
も
と
に
、『
伝
光
録
』
の
要
素
を

合
糅
し
て
悟
則
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
義
介
の
悟
則
も
概
ね
『
行
業
記
』
等
の
諸
伝
が
伝
え
る
通
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

瑩
山
禅
師
の
悟
則
は
や
や
特
殊
で
あ
る
。『
法
華
経
』
の
経
文
に
よ
っ
て
開
悟
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
義
介
に
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
開
悟
の
機
縁
は
、『
行

業
略
記
』
や
『
洞
谷
記
』
の
瑩
山
禅
師
自
伝
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、『
洞
谷
五
祖
行
実
』
に
同
じ
機
縁
が
見
出
さ
れ
る
た
め
、
遺
弟
ら
の
間
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
瑩
山
禅
師
開
悟
の
契
機
を
『
法
華
経
』
の
経
文
と
す
る
文
献
は
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
洞
谷
五
祖
行
実
』
よ
り
も
先
行
す

る
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
仏
祖
悟
則
』
が
初
出
文
献
と
な
ろ
う
。

　

峨
山
の
悟
則
は
、『
喪
記
』﹁
總
持
二
代
和
尚
抄
剳
﹂
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
峨
山
示
寂
か
ら
間
も
な
く
成
立
し
た
『
喪
記
』
を
引
用
し



一
九
九

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

て
い
る
点
か
ら
は
、『
仏
祖
悟
則
』
の
成
立
と
峨
山
示
寂
の
近
接
を
予
想
せ
し
め
る
。

　

ま
た
、﹁
瑩
山
禅
師
章
﹂
や
﹁
峨
山
章
﹂
に
お
け
る
両
者
に
用
い
ら
れ
る
呼
称
を
見
る
と
、﹁
第
五
十
四
世
洞
谷
開
闢
瑾
和
尚
﹂、﹁
第
五
十
五
祖
峨
山
和
尚
﹂

と
な
っ
て
お
り
、
峨
山
に
住
持
地
が
冠
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
こ
そ
、
峨
山
は
﹁
總
持
寺
二
世
﹂
の
印
象
が
強
い
が
、

古
写
本
『
洞
谷
記
』
に
、

一
、
洞
谷
山
ハ
嗣
法
ノ
人
々
、
連
続
シ
テ
可
二
住
持
興
行
一
。
頗
ル
五
老
ノ
遺
跡
ノ
之
際
、
諸
山
ノ
之
中
ニ
、
可
二
崇
重
一
事
、
置
文
委
スレ
之
ヲ
。
⋮
⋮

一
、
捴
持
寺
者
︿
諸
岳
山
﹀、
当
国
第
三
ノ

之
僧
所
ナ
リ

也
。
旦
那
雖
レ

未
タ

正
信
一
、
本
院
主
定
賢
律
師
、
為
二

永
代
伽
藍
興
隆
ノ一

為
二

僧
所
ト一
、
其
志
シ

不
レ

可
レ
捨
レ
之
、
門
徒
中
、
可
二
住
持
興
行
一
所
ナ
リ
也
（
一
二
～
一
三
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
は
、
永
光
寺
（
洞
谷
山
）
を
諸
山
の
中
で
最
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
寺
院
に
定
め
、
總
持
寺
は
能
登
第
三
の
寺
院
と
し
て
い
る）
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瑩
山
禅
師
が
定
め
た
序
列
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
継
続
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、『
正
伝
記
』
で
は
、
峨
山
は
﹁
能
州
洞
谷
韶
碩
禅
師
﹂（
峨
山
は
第
四
世
）
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
正
伝
記
』
が
成
立
し
た
応
永
六
年
頃
は
、
峨
山
は
永
光
寺
住
持
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
仏
祖
悟
則
』
が
寺
名
を
冠

さ
な
い
の
は
、
示
寂
か
ら
あ
ま
り
時
が
経
っ
て
お
ら
ず
、
永
光
寺
と
總
持
寺
の
い
ず
れ
を
冠
し
て
呼
称
す
る
か
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
、『
仏
祖
悟
則
』
の
早
い
成
立
を
暗
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、日
本
祖
師
の
悟
則
を
検
討
を
通
し
て
、『
正
伝
記
』
の
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
『
仏
祖
悟
則
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
は
、『
仏
祖
悟
則
』
が
『
正

伝
記
』
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

前
稿
と
小
稿
に
お
い
て
、『
仏
祖
悟
則
』
の
全
体
を
概
観
し
て
来
た
が
、『
仏
祖
悟
則
』
は
い
か
な
る
対
象
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
修
行
僧
ら
へ
の
入
門
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
釈
尊
か
ら
懐
奘
に
至
る
一
仏
五
二
祖
に
つ

い
て
は
、『
伝
光
録
』
か
ら
開
悟
に
ま
つ
わ
る
要
文
を
抄
出
し
、『
伝
光
録
』
に
収
録
さ
れ
な
い
義
介
・
瑩
山
禅
師
・
峨
山
の
章
に
お
い
て
も
開
悟
の
瞬
間

を
抄
出
す
る
と
い
う
点
は
同
様
で
あ
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、『
仏
祖
悟
則
』
は
、﹁
修
行
を
経
て
悟
り
を
開
く
﹂
と
い
う
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
集
大
成
と
も

言
え
る
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、義
介
章
と
瑩
山
禅
師
章
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、仏
道
に
投
じ
て
初
め
て
の
開
悟
体
験
を
重
要
視
す
る
と
い
う
傾
向
も
、

初
学
者
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
格
調
高
く
難
解
な
文
章
で
綴
ら
れ
た
、
高
邁
な
思
想
闡
明
の
書
で
あ
り
、
容

易
に
理
解
す
る
こ
と
は
当
時
に
お
い
て
も
困
難
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
『
伝
光
録
』
で
も
同
様
で
あ
り
、
禅
の
思
想
に
熟
練
し
て
い

な
い
者
に
向
け
て
、
曹
洞
宗
の
根
幹
た
る
﹁
正
法
眼
蔵
﹂（
仏
法
の
真
髄
）
を
﹁
仏
祖
﹂
ら
は
い
か
な
る
﹁
悟
り
﹂（
悟
則
）
を
以
て
、
相
承
し
て
き
た
の
か



二
〇
〇

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

を
一
目
瞭
然
に
す
る
た
め
の
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
と
い
う
書
名
の
由
来
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、『
仏
祖
悟
則
』
は
一
体
い
か
な
る
人
物
が
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
は
『
行
業
記
』・『
行
業
略
記
』・『
喪
記
』
等
の
様
々
な
伝
記
資

料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
特
に
、『
喪
記
』
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
峨
山
ゆ
か
り
の
寺
院
に
属
し

て
い
た
僧
侶
と
推
測
さ
れ
、
瑩
山
禅
師
の
次
に
峨
山
の
悟
則
を
収
録
す
る
点
か
ら
は
、
峨
山
の
弟
子
、
あ
る
い
は
峨
山
派
僧
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

　
『
仏
祖
悟
則
』
の
作
者
お
よ
び
『
仏
祖
悟
則
』
が
想
定
し
た
読
者
に
つ
い
て
推
測
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
仏
祖
悟
則
』
は
乾
坤
院

本
と
同
系
統
の
『
伝
光
録
』
が
応
永
六
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
拙
稿
﹁
龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
一
）
│
『
伝
光
録
』・『
仏
祖
正
伝
記
』
と
の
関
係
を
中
心
に
│
﹂（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

四
八
、二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
２
）『
伝
光
録
』は
、各
祖
師
の
章
を﹁
本
則
﹂﹁
機
縁
﹂﹁
提
唱
﹂﹁
頌
古
﹂の
四
節
に
分
類
す
る
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
る
が
、こ
れ
は
中
近
世
の
諸
写
本
や
仏
洲
仙
英（
一
七
九
四

～
一
八
六
四
）
の
開
版
本
で
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
横
関
了
胤
氏
が
『
異
文
対
挙
出
典
溯
考
伝
光
録
詳
解
』（
仏
教
社
、
一
九
四
〇
年
）
に
お
い
て
便
宜
的
に
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
も
『
伝
光
録
』
本
文
を
引
用
す
る
際
に
は
適
宜
こ
の
分
類
を
示
す
。

（
３
）『
正
伝
記
』
に
つ
い
て
は
、
菅
原
研
州
﹁『
仏
祖
正
伝
記
』
の
研
究
﹂（『
禅
研
究
所
紀
要
』
四
三
、二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
４
）『
行
業
記
』
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
『
行
業
記
』
の
異
本
と
さ
れ
る
『
元
祖
孤
雲
徹
通
三
大
尊
行
状
記
』（
以
下
、『
行
状
記
』
と
略
称
）
と
の
校
異

を
必
要
に
応
じ
て
示
し
た
。
ま
た
、『
仏
祖
悟
則
』
で
は
﹁

﹂
や
﹁
ヿ
﹂
の
合
字
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
全
て
読
み
に
し
た
が
っ
て
、﹁
シ
テ
﹂﹁
コ
ト
﹂

と
開
い
て
示
し
た
。

（
５
）『
行
業
記
』
の
作
者
に
関
し
て
は
諸
説
が
存
す
る
。『
行
業
記
』
は
瑩
山
禅
師
の
撰
述
と
す
る
説
に
、
東
隆
眞
﹁﹁
行
業
記
﹂
と
﹁
行
状
記
﹂
│
﹁
行
状
記
﹂
の
作
者
・
成

立
年
代
の
問
題
│
﹂（『
宗
学
研
究
』
六
、一
九
六
四
年
）
が
あ
る
。
そ
の
後
、
伊
藤
秀
憲
氏
は
、﹁
懐
奘
伝
﹂
と
﹁
義
介
伝
﹂
は
瑩
山
禅
師
撰
述
、﹁
道
元
伝
﹂
は
義
介
の
撰

述
と
す
る
説
を
提
出
し
た
（﹁﹁
三
大
尊
行
状
記
﹂
の
成
立
に
つ
い
て
﹂『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
四
│
一
、一
九
八
五
年
）。
そ
し
て
、
吉
田
道
興
氏
は
、
伊
藤
氏
の
説
に

同
調
す
る
が
、瑩
山
禅
師
が
撰
し
た
可
能
性
が
高
い
『
永
平
第
三
代
大
乗
開
山
大
和
尚
遷
化
喪
事
規
記
』﹁
抄
剳
式
﹂
と
﹁
義
介
伝
﹂
は
多
く
の
箇
所
で
異
な
っ
て
お
り
、﹁
義



二
〇
一

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

介
伝
﹂
は
瑩
山
の
撰
述
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
（﹁
瑩
山
禅
師
撰
と
さ
れ
る
『
道
元
禅
師
伝
』
考
﹂『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
一
│
一
、一
九
九
二
年
・﹁
道
元
禅

師
伝
の
史
料
研
究
﹂『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
三
、一
九
九
二
年
）。

（
６
）
以
下
に
お
い
て
、『
伝
光
録
』
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
乾
坤
院
本
を
使
用
し
、
曹
洞
宗
宗
宝
影
印
本
刊
行
会
編
『
伝
光
録 

乾
坤
院
所
蔵
本
』（
教
行
社
、

一
九
九
四
年
）
か
ら
引
用
し
、
巻
次
と
丁
数
の
み
を
示
す
。
ま
た
、
乾
坤
院
本
以
外
の
『
伝
光
録
』
か
ら
引
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
典
拠
を
示
す
。

（
７
）
乾
坤
院
本
『
伝
光
録
』
の
﹁
昼
夜
耕
道
﹂
に
つ
い
て
、
吉
田
道
興
氏
も
同
箇
所
の
翻
刻
を
行
っ
て
お
り
（『
道
元
禅
師
伝
記
史
料
集
成
』
あ
る
む
、
二
〇
一
四
年
、
五
九

頁
）、
そ
こ
で
は
、﹁
耕
道
﹂
の
﹁
耕
﹂
字
に
﹁
マ
マ
﹂
と
ル
ビ
を
振
り
、
衍
字
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
衍
字
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、﹁
耕
道
﹂
と
い

う
用
例
は
、
中
国
禅
宗
で
は
わ
ず
か
に
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）
が
、『
長
蘆
覚
和
尚
語
録
』
巻
六
﹁
偈
頌
﹂
の
﹁
朱
熙
載
作
二
平
陰
令
一
、八
十
日
致
仕
而
帰
﹂

に
お
い
て
、﹁
勇
退
帰
来
適
旧
遊
、
家
林
禾
黍
一
成
秋
、
黄
蘆
雪
照
沙
頭
屋
、
明
月
波
浮
江
口
舟
、
耕
道
誰
従
二
夫
子
後
一
、
逃
レ
禅
今
与
二
老
僧
一
儔
、
柴
桑
試
問
二
陶
彭
沢
一
、

風
味
真
醇
相
肖
不
﹂（『
禅
籍
善
本
古
注
集
成 
宏
智
録
』
上
巻
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
四
年
、
四
四
〇
頁
）
と
用
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
耕
道
﹂
と
い
う
語
に
は
、

﹁
真
理
を
求
め
て
努
力
す
る
﹂（『
漢
語
大
詞
典
』
巻
八
・
五
九
八
頁
）
と
い
う
意
味
が
存
し
、
こ
の
箇
所
で
﹁
耕
道
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
も
意
味
の
上
か
ら
齟
齬
を
き
た
す

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
耕
道
﹂
と
い
う
語
は
、
道
元
禅
師
も
『
正
法
眼
蔵
』﹁
行
持
﹂
巻
（『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
一
、
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
、
一
六
五
頁
）、『
永

平
広
録
』
巻
三
（『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
三
、
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、
一
六
八
頁
）・
同
巻
九
（『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
四
、
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、
二
三
〇
頁
）
に
お

い
て
用
い
て
お
り
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
、﹁
修
行
﹂
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
瑩
山
禅
師
は
、
道
元
禅
師
の
使
用
例
を
知
り
得
て
い
た
か
ら
こ
そ
、﹁
耕
道
﹂

と
い
う
語
を
用
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
洲
仙
英
が
上
梓
し
た
刊
本
『
伝
光
録
』
に
お
い
て
も
、﹁
昼
夜
ニ
辨
道
シ
テ
﹂（
坤
巻
・
一
四
六
丁
表
）

と
さ
れ
、﹁
耕
﹂
が
﹁
辨
﹂
に
改
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
８
）『
行
業
記
』
や
『
正
伝
記
』
も
同
様
の
因
縁
を
記
す
が
、『
伝
光
録
』
を
典
拠
と
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、『
行
業
記
』
と
『
正
伝
記
』
の
懐
奘
伝
に

お
け
る
開
悟
の
箇
所
を
以
下
に
示
す
。

　
『
行
業
記
』﹁
懐
奘
伝
﹂

有
時
元
公
、
挙
下
示
一
毫
穿
二
衆
穴
一
之
因
縁
上
。
師4

言
下
大
悟
礼
拝
。
元
問
、
礼
拝
事
作
麼
生
。
師
云4

、
不
レ
問
二
一
毫
一
、
如
何
是
衆
穴
。
元4

微
笑
曰
、
穿
了
也
。
師4

礼

拝
了4

退
（『
曹
全
』
史
伝
上
、
四
ｂ
）。　

・
師
│
師
於　

・
云
│
曰　

・
元
│
天　

・
師
│
師
即　

・
了
│
ナ
シ

　
『
正
伝
記
』﹁
懐
奘
伝
﹂

有
時
元
公
、
挙
下
示
一
毫
穿
二
衆
穴
一
之
因
縁
上
。
師
言
下
大
悟
礼
拝
。
元
問
、
礼
拝
事
作
麼
生
。
師
曰
、
不
レ
問
二
一
毫
一
、
如
何
是
衆
穴
。
元
微
笑
曰
、
穿
了
也
。
師
礼



二
〇
二

龍
門
寺
所
蔵
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
の
資
料
的
価
値
（
二
）（
横
山
）

拝
了
退
（『
続
曹
全
』
寺
誌
・
史
伝
、
三
一
四
ａ
）。

（
９
）
義
介
の
曹
洞
・
臨
済
重
嗣
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
小
稿
が
解
決
す
べ
き
範
疇
を
超
え
る
た
め
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
行
わ
な
い
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
は

義
介
の
思
想
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
近
年
の
成
果
と
し
て
、清
水
邦
彦
﹁
義
介
は
永
平
寺
に
﹁
密
教
的
﹂
要
素
を
導
入
し
た
の
か
？
﹂

（『
徹
通
義
介
禅
師
研
究
』、
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
六
年
、
後
、
同
『
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
受
用
』︿
岩
田
書
院
、
二
〇
一
六
年
﹀
に
再
録
）、
石
井
修
道
﹁
徹

通
義
介
の
﹁
身
心
脱
落
の
話
﹂
に
つ
い
て
﹂（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
八
、二
〇
一
〇
年
）、
拙
稿
﹁
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
嗣
法
観
│
『
伝
光
録
』
に
お
け

る
代
付
説
の
受
容
と
関
連
し
て
│
﹂（
角
田
泰
隆
編
『
道
元
禅
師
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
│
近
代
の
宗
学
論
争
を
中
心
と
し
て
│
』
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
開
悟
に
よ
る
仏
法
相
承
の
あ
ら
ま
し
を
叙
述
す
る
『
伝
光
録
』
が
、
懐
奘
で
提
唱
が
終
わ
っ
て
い
る
の
も
、
義
介
の
開
悟
に
ま
つ
わ
る
機
縁
が
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
が

影
響
を
与
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
11
）『
妙
法
蓮
華
経
』
の
該
当
箇
所
に
、﹁
父
母
所
生
眼
、
悉
二
見
三
千
界
一
、
内
外
弥
楼
山
、
須
弥
及
鉄
圍
、
幷
諸
余
山
林
、
大
海
江
河
水
、
下
至
二
阿
鼻
獄
一
、
上
至
二
有
頂

処
一
、
其
中
諸
衆
生
、
一
切
皆
悉
見
﹂（
大
正
蔵
八
・
四
七
ｃ
）
と
あ
る
。
黙
照
禅
の
大
成
者
・
宏
智
正
覚
も
、
こ
の
経
文
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
と
さ
れ
、『
長
蘆
覚
和
尚
語
録
』

巻
四
﹁
勅
諡
宏
智
禅
師
行
業
記
﹂
に
は
、﹁
一
日
、
聞
三
僧
誦
二
蓮
経
一
、
至
二
父
母
所
生
眼
悉
見
三
千
界
一
、
瞥
然
有
レ
省
﹂（『
禅
籍
善
本
古
注
集
成 

宏
智
録
』
上
巻
、
名
著

普
及
会
、
一
九
八
四
年
、
三
一
七
頁
）
と
あ
る
。

（
12
）
峨
山
の
行
状
に
つ
い
て
は
、
岩
永
正
晴
・
飯
塚
大
展
・
桐
野
好
覚
・
松
田
陽
志
﹁『
山
雲
海
月
』
序
説
│
『
總
持
二
代
峨
山
和
尚
行
状
』
│
﹂（『
宗
学
研
究
紀
要
』

一
二
、一
九
九
八
年
）
が
存
し
、
現
在
知
ら
れ
る
一
〇
種
の
伝
記
資
料
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。

（
13
）
總
持
寺
の
勢
力
が
永
光
寺
を
上
回
る
の
は
一
五
世
紀
中
頃
以
降
と
さ
れ
る
（『
諸
本
対
校 

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
二
七
頁
）。

（
付
記
）
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
翻
刻
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
龍
門
寺
住
職
・
水
巻
良
孝
老
師
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。


